
提案仕様書 

（明石市障害者就労・生活支援事業業務委託） 

 

１ 業務目的 

  就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、地域におけ

る雇用、福祉、保健、教育等の関係機関との連携を図り、身近な地域において、必要な指導、

助言その他の支援を行うことにより、障害者の職業生活における自立を図ることを目的とする。 

 

２ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。 

 

３ 対象者 

本業務の対象となる者は、支援対象障害者で、次に掲げる要件のいずれかを満たす者（以下

「対象者」という。）とする。 

(１) 本市に居住していること 

(２) 本市に存する障害福祉サービス事業等を実施する事業所を通所により利用していること 

(３) 本市に存する企業等に就業していること 

 

４ 業務概要 

  本業務の内容は、次のとおりとする。 

 (１) 対象者及びその家族に対する就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活に関する相談 

(２) 対象者を雇用する又は雇用しようとする事業主に対する雇用管理に関する助言その他の

援助 

(３) 対象者に対する職業評価、職業準備訓練及び職業講習の斡旋 

(４) 対象者に対する就労支援 

(５) 対象者の職場への定着のための支援 

(６) 対象者の職業生活における自立のための支援 

(７) 本市に存する障害福祉サービス事業等を実施する事業所が行う就労支援に対する支援 

(８) 新たに障害者を雇用しようとする事業主の開拓及び障害特性に配慮した職域の拡大 

(９) 地域における雇用、福祉、保健、教育等の関係機関との連携及び調整 

(10) 障害者雇用に関する啓発活動 

(11) その他、委託者が必要と認める業務 

 

５ 業務場所 

本業務の実施場所は、受託者が管理運営する本市に存する事業所又は施設（以下「事業所等」と

いう。）であって、委託者が業務の実施について承認をした事業所等とする。 

 

６ 実施体制 

事業所等に置くべき従業者及びその人数は、次のとおりとする。 

(１) 管理者 １人 

   なお、管理者は、事業に関する業務に支障がない場合は、事業所等の他の職務に従事さ

せることができる。 

(２) 指導員 ４人以上 

   なお、指導員は、障害者の就労及び生活支援に熱意と理解があり、障害者の就労支援の



経験を有する者又は同等の経験を有すると委託者が認めた者とし、また、精神保健福祉士

の資格を有する者を１人以上配置するものとする。 

(３) その他受託者が事業を実施するために必要と認める者 

 

７ 休日 

本業務の休日は、次のとおりとする。ただし、受託者は委託者の承認を得て、これを変更し、

又は臨時に休日とすることができる。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

(３) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 

８ 実施時間 

本業務の実施時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、受託者は委託者の承認を

得て、これを変更することができる。 

 

９ 実施計画書等 

  受託者は、本業務委託契約締結後速やかに、障害者就労・生活支援事業実施計画書に事業計

画書、人員配置計画、収支予算書を添えて委託者へ提出するものとする。 

 

10 業務報告 

  受託者は、四半期ごとに業務の内容について確認できる業務報告書を作成し、翌月１０日ま

でに委託者に提出するものとする。なお、業務報告内容については、事前に委託者の承認を受

けるものとする。 

 

11 実績報告 

  受託者は、業務完了の日から起算して３０日以内に障害者就労・生活支援事業実績報告書に

事業報告書、収支決算書を添えて委託者に提出するものとする。なお、事業報告内容について

は、事前に委託者の承認を受けるものとする。 

 

12 業務委託料 

 委託者は、四半期ごとに、上記 10に規定する業務報告の内容について確認を行った後、委託

料を受託者に支払うものとし、その支払額は契約額を４で除した額とする。なお、１万円未満

の端数が生じた場合は、最終支払時に調整するものとする。 

 

13 調査等 

  委託者は、必要があると認めるときは、受託者の本業務の処理状況につき調査をし、又は報

告を求めることができる。 

 

14 経理等 

  受託者は、本業務に係る収入及び支出について、他の経理と区別し、その関係を明らかにし

た調書を作成し、これを業務完了後５年間保存しなければならない。 

 

15 業務の引き継ぎ 

 (１) 受託者は、契約の終了に際し、委託者が契約する者に対し、本業務の引き継ぎ等を行わ



なければならない。 

 (２) 委託者は、必要と認める場合は、契約の終了に先立ち、受託者に対して委託者又は委託

者が指定する者による事業所等の視察を申し出ることができる。受託者は、合理的な理由

がある場合を除き、申し出に応じなければならない。 

 (３) (１)に規定する本業務の引き継ぎ等に係る費用は、受託者の負担とする。 

 

16 契約の解除等 

委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、又は受託者に対して委

託料の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

 (１) 本仕様書の規定に違反したとき。 

 (２) 受託者が故意又は重大な過失により委託者に損害を与えたとき。 

 (３) 本業務の実施が困難と認められるとき。 

 

17 その他 

(１) 受託者は、委託者から貸与された業務の実施に必要な書類について、業務終了後、速や

かに返還しなければならない。 

(２) 受託者は、個人情報の保護の重要性を正しく認識し、個人の権利利益を侵害することが

ないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他関係法令を遵守

し、個人情報の取り扱いを適切に行わなければならない。 

(３) 受託者は、業務の処理上知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。また、委託者

から貸与された個人情報が記録された資料を、委託者の承諾を受けずに複製・利用しては

ならない。 

(４) 受託者は、受託した業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業

務の一部を委託する場合において、事前に委託者が必要と認めた場合はこの限りではない。 

(５) 受託者は、本業務を遂行するうえで、関係諸法令を順守しなければならない。 

(６) 受託者は、領収書等関係書類について、委託者の指示する期間保管しなければならない。 

(７) 本仕様書に定めのない事項又は本提案仕様書に疑義が生じた事項については、委託者と

受託者とが協議の上定めることとする。 

 


